
 

京都府営水道事業経営審議会 第１回料金等専門部会 次第 

 

 

日 時：令和５年 10 月 30 日（月） 

    午前 10時～ 

場 所：京都ガーデンパレス「橘」 

 

 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 議  題 

（１）部会長の選出について 

 

 

（２）京都府営水道事業経営審議会への諮問内容について 

 

 

 （３）料金について 

 

 

（４）府営水道の取組について 

 

 

 （５）受水市町ヒアリングについて 

 

 

 

３ 閉  会 
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【資料一覧】 

 

➢ 資料１－１ 持続可能な府営水道事業のあり方について（諮問） 

➢ 資料１－２ 府営水道の課題について（諮問の背景） 

➢ 資料１－３ 料金等専門部会の設置について 

➢ 資料１－４ 第 13回京都府営水道事業経営審議会の概要 

➢ 資料１－５ 料金等専門部会スケジュール（案） 

 

➢ 資料２－１ 料金について 

➢ 資料２－２ 水需要予測の検討状況 

 

➢ 資料３－１ 城陽市第２分水施設の整備について 

➢ 資料３－２ 木津浄水場への高度浄水処理導入に向けた取組について 

➢ 資料３－３ 施設整備方針の合意等に向けた取組状況 

 

➢ 資料４  受水市町ヒアリング項目（案） 
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氏　　　名          　所　　　属　　　等

池　淵　周　一  京都大学名誉教授

佐　藤　陽　子  公認会計士

西　垣　泰　幸  龍谷大学経済学部教授

山　田      淳  立命館大学名誉教授

専 門 委 員 越　後　信　哉  京都大学大学院地球環境学堂教授

【任　期】 令和５年９月１１日～令和７年６月３０日（２年）

京 都 府 営 水 道 事 業 経 営 審 議 会

料 金 等 専 門 部 会 委 員 名 簿

学 識 経 験 者
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資料１－３ 

料金等専門部会の設置について 

 

 

１ 設置根拠 

  本日、京都府知事から諮問のあった「持続可能な府営水道事業のあり方」につ

いて、今後、専門的かつ集中的に審議していくため、京都府公営企業の組織等に

関する規程（以下「規程」という。）第 23 条第１項の規定に基づき、審議会の

下に料金等専門部会を設置する。 

 

 

２ 設置目的 

令和 7 年度以降の府営水道の供給料金をはじめ、持続可能な府営水道事業のあ

り方について、専門的かつ集中的に審議を行う。 

 

 

３ 委員の構成 

 

 氏 名 役 職 

審議会委員 

【４名】 

 池淵 周一 京都大学名誉教授 

 佐藤 陽子 公認会計士 

 西垣 泰幸 龍谷大学経済学部教授 

 山田  淳 立命館大学名誉教授 

専門委員 

【１名】  越後 信哉 京都大学大学院地球環境学堂教授 

 

 

４ 会議の公開・非公開 

  (1) 原則として非公開とする。ただし、会議の概要及び資料はＨＰで公表。 

   (2) 受水市町には情報提供を適宜行い、連携して実施していく。 
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第 13 回京都府営水道事業経営審議会の概要 
 
 
 
 令和５年８月２４日に開催しました、第 13回京都府営水道事業経営審議会に
ついて、結果概要と委員の皆さまからの御意見は以下のとおりでした。 
 
 
１ 結果概要 

 
(1) 会長及び副会長の選出について、出席委員の互選により、会長に山田委

員、副会長に西垣委員が選出された。 
 
(2) 持続可能な府営水道事業のあり方について、知事から審議会に対して諮

問を行った。 
 
(3) 令和７年度以降の供給料金をはじめ、持続可能な府営水道事業のあり方

について検討するための料金等専門部会の設置について承認された。 
 
(4) 府から府営水道事業の経営状況等について報告した。 
 

 
 
 
２ 主な意見 

＜諮問について＞ 

✓ 供給料金をはじめ今後の持続可能な府営水道事業のあり方については、受
水市町も自覚と責任を持って議論に臨んでもらいたい。 

✓ 審議を合理的に進めるため、受水市町の問題意識や論点等を事務局がしっ
かりと聴き取り、委員に共有していただきたい。 

 
✓ 木津系市町は、府営水と自己水の供給バランスが取れた状況でまちづくり
を進めてきており、新たな土地利用もあり、緩やかながら人口及び水需要
が増加傾向にあるなかで、府営水道の利用実績についても、要望した建設
負担水量に近づきつつある。 

✓ 建設負担水量の見直しに際しては、『建設負担水量は、受水市町からの要
望に基づき実施した水源開発や施設整備等の費用を、受水市町間で公平・
公正に分かつため、府営水道と受水市町との協議のうえ、決定した水量で
ある』という経緯を充分に踏まえて、慎重な議論が必要と考える。 

✓ 今後、水需要の減少と給水原価の上昇が見込まれるのは事実であり、第２
次府営水道ビジョンにあるとおり、府営水道と受水市町全体での適正な施
設整備のあり方の検討を進めるなかで、建設負担水量の見直しも併せて、
広域化に向けた取組について、受水市町として責任と自覚を持って議論し
ていきたい。 

 
✓ 今回、料金統一以後初の料金改定となる。昨今、電気料金や建設資材など
様々なコストが上昇している状況であることは理解しているが、可能な限
りのコスト抑制に努めていただきながら議論を進めていただきたい。 

資料１－４ 
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✓ 各市町の浄水場などの資産を将来どのような形で整理していくのかにつ
いて、今後 10 年間で方向性を決めていくというのが第２次府営水道ビジ
ョンの目標であると認識しており、受水市町としても覚悟と自覚を持って
議論を進めたい。 

✓ 建設負担水量の見直しについては非常に難しい課題であり、市町の利害が
相反することは理解しているが、料金体系が統一された今、真摯に向き合
って議論に着手していく時期が来ていると感じている。 

✓ 現在、建設負担水量の暫定融通が行われているが、明確なルールを作りな
がら運営していくのが本来のあり方ではないかと思っている。 

 
✓ 建設負担水量の見直しは、全受水市町に影響することは理解しているが、
長い間要望してきているところであり、水道料金への市民理解を得るため
には、専門部会でしっかりと議論していただきたい。 

 
✓ 今回の料金改定と建設負担水量の見直しはセットで議論されるかと思う
が、施設規模をどのようにしていくかということに関連する問題であり、
各市町が議会や住民とのコンセンサスを得る必要もあることから、丁寧に
進めていく必要がある。 

 
 
＜専門部会の設置について＞ 

✓ 今後水道料金は上がっていかざるを得ない状況にあり、住民が水道料金を
どの程度負担できるかが問題となる。専門部会においては、府営水道の供
給料金のみではなく、受水市町の水道料金に与える影響を視野に入れなが
ら、経営形態のあらゆる選択肢も含めて議論をしていただきたい。 

 
✓ 専門部会において、料金や建設負担水量のあり方など、受水市町にとって
重要な議論をしていただくので、会議内容の詳細な情報提供を願うととも
に、専門部会の議論に受水市町の意見が反映するようにしていただきた
い。 

 
 

＜府営水道の経営状況等について＞ 

✓ 現在、城陽市青谷地域の開発が進んでおり、水需要も増えると理解してい
るが、城陽市第２分水の整備費用が最終的に全受水市町の負担になるので
あれば、整備の必要性等を詳細に説明していただくとともに、専門部会で
もしっかりと議論してもらいたい。 

 
✓ 城陽市第２分水の整備にかかる概算費用を示していただきたい。 
✓ 木津浄水場の高度浄水処理導入に関して、現状の水質検査結果等を提供し
てもらいたい。 
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料 金 に つ い て 

１．府営水道料金の仕組み 

料金制度 

二部料金制 

・建設負担料金 … 既に投資した水源開発や施設整備等に係る経費（固定

費）を負担する料金 

・使 用 料 金 … 薬品費や動力費をはじめ、固定費に属さないその他の 

費用（変動費）を負担する料金 

料金算定 

建設負担料金 

 

 

※１ 固定費 

人件費、減価償却費（ダム建設負担等に係る減価償却費を含む）、企業債支払利息、 

ダム管理費（ダムの維持管理に要する負担金）、資産維持費（水道施設の計画的な 

更新等の原資として内部留保すべき額） 

➢ 各市町が負担する建設負担料金 

 

使用料金 

 

 

※２ 変動費 

修繕費、動力費（機械装置等の運転に必要な電力料等）、薬品費、その他経費 

（保守点検・運転管理委託料等） 

➢  各市町が負担する使用料金 

 

 

２．次期料金算定について（令和 7～11 年度） 

➢ 府営水道事業の経営改善に向けては、第２次ビジョンで示したとおり、①内部留保資金の

確保、②有利子負債残高の削減が必要 

➢ 現行料金（令和 2～6 年度）の算定時には、府営水道施設の計画的な更新・耐震化を推進し、

資産を適切に維持していくため、料金算定期間中の建設改良費の１割程度を目安に資産維

持費の算入を行ったところ（日本水道協会の「水道料金算定要領」で示される標準的な資産

維持率が３％のところ、府は１.５％）。次期料金算定期間においては、エネルギー資源や

人件費等の価格高騰、施設運営に必要な動力費等の増加が見込まれることを踏まえ、適正

な資産維持費の額について検討が必要 

使用料金 ＝ 使用料金単価 × 実供給水量 

建設負担料金 ＝ 建設負担料金単価 × 建設負担水量 

料金算定期間の固定費※１総額 
＝ 建設負担料金単価 

料金算定期間内の建設負担水量総合計 

料金算定期間の変動費※２総額 
＝ 使用料金単価 

料金算定期間内の全受水市町への供給水量総合計 

資料２－１ 
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＜参考：府営水道料金の推移＞ 

 

(単価：円/㎥・税込み)

基本 従量 超過 基本 従量 超過 基本 従量 超過

S39.12.28

  ～S50.12.31 　

S51.1.1

  ～S52.9.30

S52.10.1

  ～S54.3.31

S54.4.1  S58.7 第１次提言

  ～S59.3.31 　 料金格差の是正

S59.4.1 　 料金算定方式の統一

  ～H4.9.30

H4.10.1  H4.1　第２次提言

  ～H5.3.31 　 料金体系の統一

H5.4.1

  ～H9.3.31

H9.4.1

  ～H11.3.31

H11.4.1  H11.11 第４次提言

  ～H12.9.30 　 水源費負担のあり方検討

H12.10.1 100

  ～H16.3.31 暫定89

H16.4.1

  ～H20.3.31

H20.4.1  H22.11　第７次提言

  ～H23.3.31 　 料金格差の是正

H23.4.1 　 基本水量のあり方

  ～H26.3.31

H26.4.1  H26.11　第１次答申

  ～H27.3.31 　 木津・乙訓系の料金統一

(単価：円/㎥・税抜き)

　 建設負担水量の調整検討

建設負担

料金

使用

料金

超過

料金

H27.4.1

  ～H28.3.31

H28.4.1

  ～R2.3.31  R元.12　第2次答申

R2.4.1 　 全浄水場系で料金統一

  ～R3.3.31 　 建設負担水量の調整検討

R3.4.1

  ～R4.3.31

(単価：円/㎥・税抜き)

R4.4.1

  ～R7.3.31

※１：経過措置　 
※２：H26.4.1以降、税抜き表示に変更

期　間　
全水系

建設負担料金 使用料金 超過料金

55 28 202

44

28 202 57 28 202

50

41 18 140

66 20 219

44 20 164

34 243

期　間　
宇治系 木津・乙訓系

建設負担料金 使用料金 超過料金

77 36 255

41 18 140 71 34 208 73

43 19 147 75 36 218

42 402

92 36 251

87 36 199

－ － －

43 19 86 39

－ － －

37 17

135

79 32

356

－ －

35 77 256 － － －

－ － －

32

11 96

76

31

232 －

－ 49 － 76 31 232

－ －

－ 43 － 72 － － －

－ － －

－ 32 － 52

22 200

－

－ － － －

－ 21.21 － － － －

期　間

宇治系
［宇治市、城陽市、
八幡市、久御山町］

木津系
［京田辺市、木津川市
(旧木津町)、精華町］

乙訓系
［向日市、長岡京市、

大山崎町］
経営審議会答申

(料金制度等に関する事項)

－ 14.14 － － －

木津系・乙訓系 料金統一

全水系 料金統一

※１

※１

※１

※１

※１

※２
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施設整備方針の合意等に向けた取組状況について 
 

 

 府営水道と受水市町全体の施設規模や配置の適正化等について、府営水道と受水市

町で意見交換を行いながら検討を進めるためのワーキンググループを下記のとおり

立ち上げ、受水市町の施設状況の把握をはじめとして、施設統廃合や経営形態につい

て議論を行うこととしています。 

 
記 

 

１ 概 要 

（１）目 的 京都府営水道ビジョン（第２次）に１０年後の府営水道の姿として記 

載されている施設整備方針の合意に向けて、府営水道給水エリア全体 

を対象に、コストとリスクのバランスのとれた最も合理的な施設規模 

と配置を検討 

（２）名 称 水道施設整備方針等検討ワーキンググループ 

（３）構成員 京都府及び受水市町担当者 

（４）内 容 別紙１参照 

 

２ 現況及び今後の予定 

（１）現   況 

➢ ５月３０日 第１回ワーキング開催 

➢ ７月～   施設状況把握のための必要項目についてアンケート調査実施 

※各市町に訪問してアンケート内容を説明 

➢ １０月４日 第２回ワーキング開催 

➢ １０月～  各市町施設の現況把握実施（各市町から情報提供） 

（２）今後の予定 

➢ 各市町施設の現況を踏まえ、グループワーク等により議論 

✓ 施設統廃合に関する基本案・基本ルールの検討 

✓ 業務の共同化や管理の一体化 

✓ その他 広域化・広域連携に向けた取組 など 

➢ 再シミュレーションを実施 

 

【広域化・広域連携の推進と経営形態の検討】 

健全で安定的な経営形態を構築し、府民への負担を極力軽減するため、効果の見込める連

携事業に取り組むとともに、府営水道と受水市町全体の施設規模や配置の適正化、経営の一

体化を含めた経営形態のあり方など、あらゆる選択肢について検討を進める。 

               （京都府営水道ビジョン（第２次）より抜粋） 

資料３－３ 
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■
「
施
設
整
備
方
針
」
の
合
意
に
向
け
た
検
討
イ
メ
ー
ジ


各
市
町
で
”
基
本
案
“
に
対
し
て
、
参
画
の
是
非
や
参
画
の
範
囲
を
議
論

基
本
案
か
ら
の
変
更
に
対
す
る
再
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
再
提
案

別
紙
１

【
第
１
ス
テ
ッ
プ
】

◆
施
設
統
廃
合
の
”
基
本
案
“
を
検
討


府
営
水
道
給
水
エ
リ
ア
全
体
を
対
象
に
、
最
も
合
理
的
な
施
設
規
模
と

配
置
の
検
討


Ｗ
Ｇ
で
議
論
、
適
宜
受
水
市
町
担
当
課
長
会
議
等
を
開
催
し
、
各
市
町

で
検
証


施
設
統
廃
合
に
関
す
る
”
基
本
ル
ー
ル
“
を
検
討

（
メ
リ
ッ
ト
デ
メ
リ
ッ
ト
を
市
町
間
で
検
討
が
で
き
る
よ
う
に
）


統
廃
合
効
果
の
配
分
ル
ー
ル


統
廃
合
対
象
施
設
の
維
持
管
理
水
準
や
コ
ス
ト
負
担
の
ル
ー
ル

→
 併
せ
て
「
施
設
管
理
の
広
域
連
携
」
の
議
論
、

施
設
統
廃
合
後
の
「
経
営
形
態
の
あ
り
方
」
の
検
討
を
進
め
る

統
廃
合
“
基
本
案
”
と
“
基
本
ル
ー
ル
”
を
と
り
ま
と
め

【
第
２
ス
テ
ッ
プ
】

市
町
内
で
の
検
討

市
町
間
調
整

「
施
設
整
備
方
針
」
の
策
定
（
合
意
）

■
建
設
負
担
水
量
の
調
整
（
第
２
次
ビ
ジ
ョ
ン
よ
り
）

府
営
水
道
で
は
、
全
受
水
市
町
の
納
得
が
得
ら
れ
る
水
量
の
調
整
方
法
を
引
き
続
き
模
索
す
る
と
と

も
に
、
広
域
化
に
関
す
る
議
論
の
進
展
や
受
水
市
町
か
ら
の
府
営
水
需
要
の
更
な
る
変
化
、
料
金
の

見
直
し
な
ど
、
環
境
の
変
化
を
捉
え
て
積
極
的
に
協
議
を
進
め
る
。
施
設
整
備
方
針
の
議
論
の
進
展

も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
水
量
調
整
の
方
向
性
の
合
意
が
少
な
く
と
も
第
２
次
ビ
ジ
ョ
ン
の
計
画
期
間

（
R
5
～
1
4
）
内
に
得
ら
れ
る
よ
う
、
受
水
市
町
と
の
議
論
を
進
め
て
い
く
。

＜
新
ビ
ジ
ョ
ン
検
討
部
会
意
見
＞

建
設
負
担
水
量
の
調
整
は
、
過
去
か
ら
継
続
す
る
非
常

に
重
要
な
課
題
で
あ
る
た
め
、
施
設
統
廃
合
や
経
営
形
態

の
あ
り
方
の
議
論
に
留
意
し
つ
つ
も
、
早
急
に
水
量
調
整

の
方
向
性
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。
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■ 受水市町ヒアリング - 項目案 
 

 

 

 

 

１．あり方について 

（１） 府営水道の次期料金について 
（府営水道の料金が市町の料金に与えるインパクト など） 

（２） 施設整備方針について 
（どのような方法で検討すべきと考えるか、その理由。市町の中での合意形成の仕方 など） 

（３） 広域化・広域連携について 
（いつまでにどのような形態で実現したいと考えているか、その理由。現在の検討状況 など） 

（４） 官民連携について 

（５） 建設負担水量について 

（６） その他 
（上記以外に専門部会での検討を望むこと、人材不足への対応策・府へ期待すること など） 

 

２．市町の状況について 

（１） 料金改定の実績及び予定 

（２） 諸物価高騰への対応状況 
（料金へどのように反映したか、もしくは反映する予定か など） 

（３） ビジョンでの長期予測 
（課題や今後何年間で給水原価が何倍となる見込みか など） 

（４） 今後の府営水の活用予定 
（受水割合、開発計画等を踏まえた新規需要の見込み など） 

資料４ 

令和７年度以降の供給料金や今後の持続可能な府営水道事業のあり

方などについて、受水市町の考え（問題意識や論点、経営審議会や料金

等専門部会において検討を望むことなど）を把握する。 
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参考資料１ 

○京都府公営企業の設置等に関する条例（抜粋） 

昭和41年12月27日 

京都府条例第43号 

最終改正 令和５年３月17日条例第４号 

 

（公営企業の設置等） 

第１条 府民の生活の向上及び府内の産業経済の発展に寄与するとともに、公共用水域の水質の保

全に資するため、次に掲げる事業（以下「公営企業」という。）を設置する。 

(1) 電気事業 

(2) 水道事業 

(3) 工業用水道事業 

(4) 流域下水道事業 

２ 地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「法」という。）第２条第３項の規定により、流

域下水道事業に法の規定の全部を平成31年４月１日から適用する。 

 

第２条 （略） 

 

（組織） 

第３条 法第７条ただし書の規定により公営企業に管理者を置かないものとする。 

２ 法第14条の規定により公営企業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設交通部並

びに京都府営水道事業経営審議会（以下「府営水道審議会」という。）及び京都府流域下水道事

業経営審議会（以下「流域下水道審議会」という。）を置く。 

 

（府営水道審議会） 

第４条 府営水道審議会は、知事（公営企業の管理者の権限を行う知事をいう。以下同じ。）の

諮問に応じ、供給料金その他の水道事業の経営等に関する重要事項について調査審議する。 

２ 府営水道審議会は、調査審議のため必要があるときは、水道用水の供給を受けている市町か

ら意見を聴くことができる。 

３ 府営水道審議会は、委員 20人以内で組織する。 

４ 府営水道審議会において、専門の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定

にかかわらず、専門委員を置くことができる。 

５ 委員及び専門委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命

する。 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、府営水道審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、法第10条に

規定する企業管理規程で定める。 

 

第５条～第８条 （略） 

附 則 （略） 
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参考資料２ 

○京都府公営企業の組織等に関する規程（抜粋） 

昭和39年４月１日 

京都府公営企業管理規定第１号 

最終改正 令和５年４月１日企管規程第４号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京都府公営企業の設置等に関する条例（昭和41年京都府条例第43号）第３条

第２項に規定する建設交通部並びに京都府営水道事業経営審議会及び京都府流域下水道事業経

営審議会の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条～第20条 （略） 

（京都府営水道事業経営審議会の会長及び副会長） 

第21条 京都府営水道事業経営審議会（以下この章において「審議会」という。）に会長及び副会

長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（審議会の部会） 

第23条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員及び専門委員をもつて組織する。 

３ 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員の互選によりこれを定める。 

５ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

６ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部

会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と読み替

えるものとする。 

（意見の聴取） 

第24条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

（審議会の庶務） 

第25条 審議会の庶務は、部において処理する。 

（会長への委任） 

第26条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮つて定め

る。 

第27条 （略） 

附 則 （略） 
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